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島根県土地利用対策要綱
（昭和60年４月１日島根県告示第330号）

（平成４年７月21日島根県告示第683号）

（平成８年３月26日島根県告示第307号）

（平成12年３月31日島根県告示第300号）

（平成16年３月26日島根県告示第308号）

（平成18年３月31日島根県告示第374号）

（平成19年３月27日島根県告示第1865号）
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附 則

第１章 総則

（目的）

この告示は、土地利用に関する問題を調整し、及び災害、公害等を防止するため第１条

の開発協議に関し必要な事項に係る行政指導の手続を定めることにより、適正な開発事

業の実施を確保し、もって県土の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

（定義）

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると第２条

ころによる。

(1)開発事業 宅地の造成、土石の採取その他の土地の区画形質の変更（土地の区画の

変更にあっては、当該土地の利用目的を著しく変更するものに限る。以下「開発行

為」という。)に係る事業で、当該開発行為に係る区域（以下「開発区域」という。)

の面積が１ヘクタール以上のものをいう。

(2)開発事業者 開発事業を行う者（請負契約その他の契約に基づいて開発事業が行わ

れる場合にあっては、当該契約の注文者）をいう。

（県及び市町村の責務）

県及び市町村は、相互に協力して、適正な開発事業の実施を確保するために必要第３条

な範囲において、開発事業者に対し、適切な指導及び助言を行うものとする。

（開発事業者の責務）

開発事業者は、当該開発事業が次に掲げる要件を満たすように計画することによ第４条

って、その適正な実施が確保されるようにしなければならない。

(1) 土地利用基本計画（国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第９条第１項に規定す
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る土地利用基本計画をいう。）その他の土地利用に関する計画に適合していること。

(2) がけ崩れ、土砂の流出その他の災害が発生しないように、適切な措置が講ぜられて

いること。

(3) 水質の汚濁、騒音等による公害が発生しないように、適切な措置が講ぜられている

こと。

(4) 自然環境に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなされていること。

(5) 開発事業に係る車両の通行等により開発区域の周辺の地域における生活環境が著し

く変化しないように、適切な措置が講ぜられていること。

(6) 農業、林業、漁業その他の産業に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなさ

れていること。

(7) 当該開発事業の実施につき必要な許可、認可等に係る基準に適合していること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に定める基準に適合していること。

（土地所有者の責務）

土地の所有者は、開発事業がその周辺の地域の自然環境及び生活環境に著しい変第５条

化をもたらすおそれがあることにかんがみ、当該土地を開発事業の用に供するに当たっ

ては、適正な土地利用が図られるように配慮しなければならない。

第２章 開発協議

（開発協議）

開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業に係る許可の申請第６条

その他の法令に基づく手続を行う前に、当該事業計画について知事と協議しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りでない。

(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの出資に係る法人で別に定めるものが行う事業

(2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(3) 公益性が高いと認められる事業で、当該事業につき第４条各号に掲げる事項の検討

が総合的に行われていると知事が認めるもの

前項の協議（以下「開発協議」という。）をしようとする開発事業者は、開発協議書２

(様式第１号)を当該開発区域の所在する市町村の長（以下｢所在市町村長｣という。）を

経由して知事に提出しなければならない。

開発協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。３

(1) 開発区域の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図

(2) 開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺５千分の１以上の図面及び

写真

(3) 開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らか

にした図面

(4) 開発区域及びその周辺の地域の土地の公図

(5) 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

（市町村に係る手続）
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所在市町村長は、開発事業者から開発協議書等の提出があったときは、速やかに第７条

当該事業計画について検討し、当該開発事業に係る意見書（様式第２号）を添付して、

知事に送付するものとする。

前項の場合において、所在市町村長は、当該開発事業の実施により当該市町村に隣接２

する市町村（以下「隣接市町村」という。）の区域内に公害等の被害が発生するおそれ

があると認めるときは、当該隣接市町村の長の意見を求めるものとする。

（開発協議に係る通知等）

知事は、所在市町村長から開発協議書等の送付を受けたときは、速やかに当該事第８条

業計画について地区調整会議（島根県土地利用調整会議等設置規程（昭和60年島根県

訓令第６号）第１条に規定する地区調整会議をいう。以下同じ。）の議に付すものとす

る。

前項の場合において、知事は、必要と認めるときは、所在市町村長に対し、当該隣接２

市町村の長の意見を求めるよう依頼するものとする。

知事は、地区調整会議付議後、必要に応じて当該事業計画について県調整会議（島３

根県土地利用調整会議等設置規程第１条に規定する県調整会議をいう。以下同じ。）の

構成員から意見を聴いた上で、当該開発事業を実施するに当たって必要となる法令に基

づく手続その他指導事項等（以下「指導事項等」という。）を当該開発協議を行った者

に文書により通知するものとする。

知事は、前項の規定にかかわらず、地区調整会議に付議した開発事業が別に定めるも４

のである場合は、地区調整会議付議後、速やかに当該地区調整会議の意見書（様式第３

号）を添付して、当該事業計画について県調整会議の議に付し、指導事項等を当該開発

協議を行った者に文書により通知するものとする。

前２項の場合において、当該開発協議を行った者に通知した指導事項等を所在市町村５

長及び前条第２項の規定により意見を求められた当該隣接市町村の長（以下「関係市町

村長」という。）に通知するものとする。

（開発協議の有効期間）

前条第３項又は第４項の規定により指導事項等を通知した当該事業計画について、第９条

当該指導事項等を通知した日から起算して３年を経過する日までに開発事業者が工事に

着手しない場合は、当該開発協議は、取り下げられたものとみなす。

（遵守義務）

開発事業者は、当該開発事業に係る第８条第３項又は第４項（第15条第２項にお第10条

いて準用する場合を含む。）及び次条第２項（第12条第３項、第13条第２項、第14条第

２項、第16条第２項及び第17条第２項において準用する場合を含む｡)の通知に定める指

導事項等を遵守して、当該開発事業を実施しなければならない。

第３章 着工届等

（着工届）

開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為に着手しようとするときは、着工届第11条

（様式第４号）を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。
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知事は、所在市町村長から着工届の送付を受けた場合において必要があると認めると２

きは、開発事業者に対し、追加の指導事項等を通知するものとする。

（中止届等）

開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為を中止したときは、遅滞なく、中止第12条

届（様式第５号）を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。

前項の規定により中止届を提出した開発事業者は、当該中止に係る開発行為を再開し２

たときは、遅滞なく、再開届（様式第６号）を所在市町村長を経由して知事に提出しな

ければならない。

前条第２項の規定は、第１項の中止届又は前項の再開届が提出された場合について準３

用する。

（廃止届）

開発事業者は、当該開発事業を廃止したときは、遅滞なく、廃止届(様式第７号)第13条

を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。

第11条第２項の規定は、前項の廃止届が提出された場合について準用する。２

（完了届）

開発事業者は、当該開発事業を完了したときは、遅滞なく、完了届(様式第８号)第14条

を所在市町村長を経由して知事に提出しなければならない。

第11条第２項の規定は、前項の完了届が提出された場合について準用する。２

第４章 変更手続

（変更協議）

開発事業者は、開発協議に係る事業計画について次に掲げる変更をしようとする第15条

ときは、知事と協議しなければならない。

(1) 開発区域の拡大で、当該拡大に係る面積が当該拡大前の面積の30パーセント以上又

は１ヘクタール以上であるもの

(2) 事業計画の変更で、開発区域の周辺の地域に著しい影響を及ぼすもの

第２章の規定は、前項の協議について準用する。この場合において、第６条第２項中２

「開発協議書（様式第１号）」とあるのは「変更協議書（様式第９号）」と、第６条第

３項から第８条までの規定中「開発協議書」とあるのは「変更協議書」と読み替えるも

のとする。

（地位の承継）

開発協議を行った者から当該開発事業の実施に係る権原を取得した者は、遅滞な第16条

く、地位承継届（様式第10号）及び誓約書（様式第11号）を所在市町村長を経由して知

事に提出しなければならない。

第11条第２項の規定は、前項の地位承継届及び誓約書が提出された場合について準用２

する。

（変更届）

開発事業者は、開発協議に係る事業計画の変更（前２条の規定に該当する変更を第17条

除く。）をしたときは、遅滞なく、変更届（様式第１２号）を所在市町村長を経由して

知事に提出しなければならない。
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第 11条第２項の規定は、前項の変更届が提出された場合について準用する。２

第５章 事後指導等

（資料の提出等）

知事又は所在市町村長は、適正な開発事業の実施を確保するために必要な範囲に第18条

おいて、開発事業者に対し、資料の提出を求め、又はその実施状況について報告を求め

ることができる。

（勧告）

知事又は所在市町村長は、開発事業の実施に当たって第８条第３項若しくは第４第19条

項（第15条第２項において準用する場合を含む。）又は第11条第２項（第12条第３項、

第13条第２項、第14条第２項、第16条第２項及び第17条第２項において準用する場合を

含む。）の通知に定める指導事項等が遵守されていない場合その他適正な開発事業の実

施を確保するために必要と認める場合には、開発事業者に対し、当該指導事項等を遵守

すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

（要綱違反に対する措置）

知事は、前条の規定による勧告に従わないで開発事業を実施している開発事業者第20条

に対しては、県調整会議の議に付し、必要な措置を採ることができる。

第６章 雑 則

（運用方針）

県及び市町村並びに開発事業者は、相互に協力して、この告示に基づく手続の円第21条

滑かつ迅速な進行に努めなければならない。

（書類の提出部数）

この告示の規定に基づいて開発事業者が知事に提出する書類の提出部数は、正副第22条

２部とする。

（雑則）

この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。第23条

附 則

この告示は、昭和60年７月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成４年８月１日から施行する。１

この告示の施行の日前に第８条第１項の規定により関係総務事務所長等が所在市町村２

長等から開発協議書等の送付を受けた開発協議については、なお従前の例による。

附 則

この告示は、平成８年４月１日から施行する。１

この告示の施行の日前に第８条第１項の規定により関係総務事務所長等が所在市町村２
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長等から開発協議書等の送付を受けた開発協議については、なお従前の例による。

附 則

この告示は、平成12年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成16年４月１日から施行する。１

この告示の施行の日前に開発協議書を提出した者についてこの告示による改正後の島２

根県土地利用対策要綱第９条の２を適用するに当たっては、同条中「了承した日から起

算して３年を経過する日までに」とあるのは「了承した日から起算して３年を経過する

日又はこの告示の施行の日から起算して３年を経過する日のいずれか後に到来する日ま

でに」とする。

附 則

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。１

この告示の施行の日前にこの告示による改正前の島根県土地利用対策要綱（以下「旧２

告示」という。）第７条の規定により開発区域の所在する市町村の区域を所管区域とす

る支庁又は総務事務所の長に対してした送付は、この告示による改正後の島根県土地利

用対策要綱第７条の規定により知事に対してした送付とみなす。

附 則

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。


